
                         

電気通信事業法第33条第２項に基づく第１種指定電気通信設備との接続に関する契約約款の一部改正 

旧 新 
 

（債権譲受） 

第 80 条  当社は、第 54 条（接続形態）に規定する接続形態のうち当社から発信し無線呼出し事業者へ電気

通信番号規則第９条第５号に定める番号により接続する通信について、無線呼出し事業者の役務提供区間

に関わる契約者が支払うべき料金の債権を着信に係る協定事業者より譲り受けることとします。 

２ （略） 

 

（債権譲受） 

第80条 当社は、第 54 条（接続形態）に規定する接続形態のうち、当社から発信し無線呼出し事業者へ電気通信 

番号規則第９条第５号に定める番号により接続する場合であって、無線呼出し事業者が自己の役務提供区間につ

いて利用者料金を設定するときは、その料金の債権を当該無線呼出し事業者より譲り受けることとします。 

２ （略） 

 

 

 

附 則（平成 23 年８月 12 日西相制第 52 号） 

この改正規定は、平成 23 年８月 22 日から実施します。 
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電気通信事業法第33条第２項に基づく第１種指定電気通信設備との接続に関する契約約款の一部改正 

                   旧 新 

技術的条件集 別表２ 付加サービス等の利用条件 

1～2 （略） 

 

3. 音声利用ＩＰ通信網サービスの利用条件 

（略） 

 

(1)端末回線の利用条件 

（略） 

 

                             (1/3) 

接続条件 

分類３

による

当社網

からの

発信 

分類４ 

による

当社網

からの

発信 

分類６

による

当社網

からの

発信

分類９

による

当社網

からの

発信

分類３

による

当社網

への

着信

音声利用ＩＰ通信網サービ

スの端末回線 
○ 

（略） 

 

 

 

技術的条件集 別表２ 付加サービス等の利用条件 

1～2 （略） 

 

3. 音声利用ＩＰ通信網サービスの利用条件 

（略） 

 

(1)端末回線の利用条件 

（略） 

 

                             (1/3) 

接続条件 

分類３

による

当社網

からの

発信

分類４

による

当社網

からの

発信

分類６

による

当社網

からの

発信

分類７

による

当社網

からの

発信

分類９

による

当社網

からの

発信 

分類３

による

当社網

への 

着信 

音声利用ＩＰ通信網サービ

スの端末回線 
○ 

（略） 

 

 

 

 



                         

電気通信事業法第33条第７項に基づく第１種指定電気通信設備との接続に関する契約約款の一部改正 

旧 新 
 

 

 

別添に示す接続形態を別表２に追加する。 

 

附 則（平成 23 年８月３日西相制第 53 号） 

この改正規定は、平成23年８月22日から実施します。 

 

 

 



第３表 第４表
発信事業者 経由事業者 着信事業者 番号 利用者料金設定事業者 利用者料金請求事業者 網使用料支払事業者

8-2 当社 ― 無線呼出し事業者 Ａ１ 当社 当社 ―

177-2 当社 当社等 無線呼出し事業者 Ａ１ 当社 当社 ―

322-2 特定端末系事業者 当社等 無線呼出し事業者 Ｂ１ 特定端末系事業者 特定端末系事業者 特定端末系事業者

２－２ ＤＳＬ回線以外との接続形態別利用者料金請求、網使用料支払事業者等

第１表 第２表（参考）
ＮＯ.
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電気通信事業法第33条第７項に基づく第１種指定電気通信設備との接続に関する契約約款の一部改正 

                   旧 新 

技術的条件集 別表２ 付加サービス等の利用条件 

1～2 （略） 

 

3. 音声利用ＩＰ通信網サービスの利用条件 

（略） 

 

(1)付加機能の利用条件 

（略） 

 

付加機能の種類 

[付加サービス名] 
相互接続に関わる利用条件 

（略） （略） 

代表番号通知機能 

1.分類３、分類４、分類６、分類９、発信種別１、

発信種別４の接続番号への発信時、及び協定事業

者からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６とする。 

着信転送機能[ボイスワープ] 

1.分類３、分類４、分類６、分類９、発信種別１、

及び発信種別４の接続番号への第２呼発信(転

送)を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６及び形態

１７とする。 

指定番号着信転送機能 

1.分類３、分類４、分類６、分類９、発信種別１、

及び発信種別４の接続番号への第２呼発信(転

送)を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６とする。 

技術的条件集 別表２ 付加サービス等の利用条件 

1～2 （略） 

 

3. 音声利用ＩＰ通信網サービスの利用条件 

（略） 

 

(1)付加機能の利用条件 

（略） 

 

付加機能の種類 

[付加サービス名] 
相互接続に関わる利用条件 

（略） （略） 

代表番号通知機能 

1.分類３、分類４、分類６、分類７、分類９、発

信種別１、発信種別４の接続番号への発信時、及

び協定事業者からの着信時に本機能を利用可能

とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６とする。 

着信転送機能[ボイスワープ] 

1.分類３、分類４、分類６、分類７、分類９、発

信種別１、及び発信種別４の接続番号への第２呼

発信(転送)を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６及び形態

１７とする。 

指定番号着信転送機能 

1.分類３、分類４、分類６、分類７、分類９、発

信種別１、及び発信種別４の接続番号への第２呼

発信(転送)を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６とする。 
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複数転送先着信転送機能 

[フォローミー] 

1.分類３、分類４、分類６、分類９、発信種別１、

及び発信種別４の接続番号への第２呼発信(転

送)を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６とする。 

（略） （略） 

内線通信着信転送機能 

1.分類３、分類４、分類６、分類９、発信種別１、

及び発信種別４の接続番号への第２呼発信(転

送)を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６とする。 

内線通信発信規制機能 

1.分類３、分類４、分類６、分類９、発信種別１、

及び発信種別４の接続番号への発信時に本機能

の利用を可能とします。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６とする。 

拠点間ローミング機能 

1.分類３、分類４、分類６、分類９、発信種別１、

及び発信種別４の接続番号への発信時に本機能

の利用を可能とします。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６とする。 

（略） （略） 

着信一括転送機能 

1.分類３、分類４、分類６、分類９、発信種別１、

及び発信種別４の接続番号への第２呼発信(転

送)を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６及び形態

１７とする。 

（略） （略） 

特定番号通知機能 

1. 分類３、分類４、分類６、分類９、発信種別１、

発信種別４の接続番号への発信時に本機能の利

用を可能とする。 

2. 提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６及び形態

１７とする。 

複数転送先着信転送機能 

[フォローミー] 

1.分類３、分類４、分類６、分類７、分類９、発

信種別１、及び発信種別４の接続番号への第２呼

発信(転送)を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６とする。 

（略） （略） 

内線通信着信転送機能 

1.分類３、分類４、分類６、分類７、分類９、発

信種別１、及び発信種別４の接続番号への第２呼

発信(転送)を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６とする。 

内線通信発信規制機能 

1.分類３、分類４、分類６、分類７、分類９、発

信種別１、及び発信種別４の接続番号への発信時

に本機能の利用を可能とします。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６とする。 

拠点間ローミング機能 

1.分類３、分類４、分類６、分類７、分類９、発

信種別１、及び発信種別４の接続番号への発信時

に本機能の利用を可能とします。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６とする。 

（略） （略） 

着信一括転送機能 

1.分類３、分類４、分類６、分類７、分類９、発

信種別１、及び発信種別４の接続番号への第２呼

発信(転送)を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６及び形態

１７とする。 

（略） （略） 

特定番号通知機能 

1. 分類３、分類４、分類６、分類７、分類９、発

信種別１、発信種別４の接続番号への発信時に本

機能の利用を可能とする。 

2. 提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６及び形態

１７とする。 
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発信電話番号受信機能 

[ナンバー・ディスプレイ] 

1.分類３、分類４、分類６、分類９、発信種別１、

発信種別４の接続番号への発信時、及び協定事業

者からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.本機能は適切な番号情報の送受信を前提とす

る。 

3.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６及び形態

１７とする。 

（略） （略） 

同時通信機能 

[複数チャネル] 

1. 分類３、分類４、分類６、分類９、発信種別１、

発信種別４の接続番号への発信時、及び協定事業

者網からの着信時に本機能を利用可能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６及び形態

１７とする。 

（略） （略） 

 

発信電話番号受信機能 

[ナンバー・ディスプレイ] 

1.分類３、分類４、分類６、分類７、分類９、発

信種別１、発信種別４の接続番号への発信時、及

び協定事業者からの着信時に本機能を利用可能

とする。 

2.本機能は適切な番号情報の送受信を前提とす

る。 

3.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６及び形態

１７とする。 

（略） （略） 

同時通信機能 

[複数チャネル] 

1. 分類３、分類４、分類６、分類７、分類９、発

信種別１、発信種別４の接続番号への発信時、及

び協定事業者網からの着信時に本機能を利用可

能とする。 

2.提供可能なｲﾝﾀﾌｪｰｽ種別は形態４－６及び形態

１７とする。 

（略） （略） 

 

 

 


